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伊 丹 市 災 害 派 遣 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

伊 丹 市 災 害 派 遣 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

を 別 記 の と お り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 ６ 月 ８ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  

 

 

 

 

理  由  

 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 及 び 内 閣 法 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 （ 令 和 ５ 年 法 律 第 １ ４ 号 ） に よ る 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策

特 別 措 置 法 （ 平 成 ２ ４ 年 法 律 第 ３ １ 号 ） の 一 部 改 正 に 伴 う た め 。  

議４９



伊 丹 市 災 害 派 遣 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正  

す る 条 例 （ 令 和 ５ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 災 害 派 遣 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ３ ０ 年 伊 丹 市 条

例 第 ５ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ 条 中 「 第 ４ ４ 条 」 を 「 第 ２ ６ 条 の ８ 」 に ， 「 新 型 イ ン フ ル エ  

ン ザ 等 緊 急 事 態 派 遣 手 当 」 を 「 特 定 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 派 遣  

手 当 」 に 改 め る 。  

付  則  

こ の 条 例 は ， 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 及 び 内 閣 法 の

一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ５ 年 法 律 第 １ ４ 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行

す る 。  

議４９-２＊




